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論説 

フィリピン・バンサモロ自治政府: 

垂直的及び水平的パワー・バランスに寄る統治 

落合直之 

バンサモロ自治政府首相アドバイザー 

国際協力機構 

 

はじめに 

フィリピン共和国は現在、約 1 億人を数える国民の大多数がキリスト教徒だが、ミン

ダナオ島では人口の約 5%を占めるイスラム教徒によって構成される組織が、1960 年

代から分離独立を目指して武装闘争を繰り広げて来た。1969 年に結成されたモロ民族

解放戦線(Moro National Liberation Front, MNLF)は、1996 年にフィリピン政府と和

平合意を締結し、ムスリム・ミンダナオ自治政府(Autonomous Region in Muslim 

Mindanao, ARMM)を主導した。 

 

その一方で、1984 年にモロ民族解放戦線から分派したモロ・イスラム解放戦線(Moro 

Islam Liberation Front, MILF)は、分離独立を目指し激しい武装闘争を続けた。2014

年には包括和平合意を締結し ARMM を解消し、新たに議院内閣制に基づくバンサモ

ロ自治政府(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM)を設立

することに合意した。2025 年までの移行期間は、MILF が主導するバンサモロ暫定自

治政府(Bangsamoro Transition Authority, BTA)が自治を担うことになった。 

 

MILF が主導するバンサモロ暫定自治政府は、大統領制により国家を運営するフィリ

ピン共和国政府との間での、異なる制度に基づくパワー・バランスのみならず、領域

内の他の政治的ステーク・ホルダーとの間のパワー・バランスを絶妙に維持管理せね

ばならない。その上で、議院内閣制による自治を確立し、持続させることが非常に重

要であり、大きな挑戦である。 

 

本稿ではミンダナオ紛争の経緯と共に、その現状と課題について述べる。 

 

1. ミンダナオ紛争 

(1)歴史的経緯と和平交渉 

ミンダナオ島にはスペインが到来する以前にイスラム教が伝播した。当時は、スルタ

ンと呼ばれる君主を頂点とした王国が存在した。家族及び親族を中心に結束し、部族

社会を形成してきた。社会の秩序は昔からの村の掟や地域の不文律、共同体の規範に

よって保たれ、イスラムの教えにより安定した社会が営まれていた。しかし、1898 年

に米西戦争に勝利したアメリカ合衆国がフィリピンを植民地化した後、他の地域から

のクリスチャン住民のミンダナオ島への移住政策により、各地でクリスチャンと土地

や資源を奪われたムスリムとの間で、武力による激しい紛争が長い間繰り広げられて
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来た。 

 

ミンダナオ島と周りの島々には、マギンダナオ、マラナオ、タウスグ、ヤカンなどの

民族が並存し、独自の言語や文化を持っている。民族を超えたムスリムとしての統一

的アイデンティティを確立し、フィリピンからの独立を求め、モロ民族解放戦線が結

成された。モロという名称は、スペイン人によるムスリムに対する蔑称だったが、各

民族を統一し解放運動の方向性を確立するために敢えて採用したと言われる。自分達

をモロと名付けることにより、言語や文化、部族や民族を超えて一つになる。民族自

決の実現と先祖伝来の土地の奪還を目指して、世紀を超えて武力闘争を展開し、フィ

リピン政府との和平交渉を行ってきた。 

 

和平合意を達成した重要な点は、和平プロセスに

紛争の当事者だけでなく多くの関係者を包摂し

たことが言える。フィリピン政府とモロ・イスラ

ム解放戦線だけではなく、地方自治体、アカデミ

ア、民間企業、市民団体、宗教団体、女性グルー

プ、青年グループ、民族など幅広いセクターが参

加し、情報の共有や、意向の聴取と調整がきめ細

かく行われた。和平に反対する勢力の懐柔を図り、

住民間の分断を避けることに繋がった。モロの名

のもとに社会の多様性を認識し、寛容の精神で宗

教と民族の融和と信頼の醸成を図る。その結果、

バンサモロ自治政府が発足した。 

 

 

 

2. 垂直的及び水平的パワー・バランス 

(1)大統領制と議院内閣制 

国家統治における政府の形態は、大統領制と議院内閣制に大きく二分される。大統領

制は主に「多数決型民主主義モデル」に対応しており、政党システムは概ね二党制で

あり、多数派の支持を獲得した人物が勝利することにより安定性が求められる。しか

し、厳然たる分立により立法府と行政府が対立的関係を引き起こし、政治的な停滞に

陥り易い傾向がある。また、選挙で選ばれた大統領の任期は固定されているため、大

統領が信任を失った場合、政治危機が発生し易いといった議論が提起されており、目

に見える形での不安定要因が存在する。 

 

一方、議院内閣制の場合は選挙を通じて議会の多数派となった政党グループが首班と

なり、一連の政治過程を経て内閣を形成する。多極共存型での「合意型民主主義モデ

ル」は､社会を構成する様々な集団の利益や意見を考慮に入れて合意を形成していく決

定の方式を採用するため、政党システムは多党制となる｡立法府と行政府は完全な分立
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ではないが、両府に纏わる政治的行為が停滞することなく進行している限り、議院内

閣制は制度として機能し、安定して存在すると考えられる。 

 

フィリピン共和国は大統領制に基づく中央政府と国会から構成される国家である。大

統領及び副大統領は直接選挙で選ばれ、国会を構成する上院（24 議席）は全国区選挙

で、下院のうち 235 議席は地域区選挙により、64 議席は比例代表選挙による政党リス

トで選出される（第 18 会期）。大統領を擁する政党とそれに協調する政党による与党

連合により内閣が形成され、反大統領派の政党による野党連合が形成される場合が多

いが、政党それ自体はイデオロギーに基づく組織体とは必ずしも言い切れず、大統領

や有力政治家を中心とした政治的利益集団という傾向が強い。24 名からなる上院は全

国民を代表するものであり、現在の下院は地域を代表する 235 名と、各分野を代表す

る 64 名から構成される。全国・地域・分野かからの代表者からなる国会は、偏りない

バランスの取れた立法府を目指している。 

 

一方、バンサモロ自治政府は、領域内の多民族の均衡と安定を図る多極共存型の議院

内閣制に基づく一院制議会を有するものである。80 議席から構成されるバンサモロ議

会は、BOL の規定では、政党代表が 50%（40 議席）、地域代表が 40%（32 議席）、各

分野代表が 10%（8 議席）として直接選挙による選出される。首相 Chief Minister 及

び副首相 Deputy Chief Minister（2 名）が、議会により議員の中から選出される。ま

た、15 名の閣僚は首相の任命によるが、うち過半数は議員から任命されなければなら

ない。民族、宗教、言語、文化などによる亀裂が存在するバンサモロ議会の半数は政

党による比例代表制による選挙で、そして残り半数を地域及び分野からの代表として

直接選挙で選ぶことにより、領域内の政治的安定を図ることを目指している。この様

な状況と仕組みから、大統領制を取り入れているフィリピン共和国の一部であるバン

サモロ自治政府は、「大統領制的議院内閣制」の色彩を持ち、そして「議院内閣制‐多

数決型民主主義」と「議院内閣制‐合意型民主主義」のハイブリッド政体のような印

象を持つ。 

 

(2)フィリピン政府とバンサモロ自治政府の垂直的パワー・バランス 

バンサモロ基本法（Bangsamoro Organic Law; BOL）に基づき、バンサモロ自治政府

とフィリピン政府との関係性を考えると、多民族・多言語国家であるフィリピン共和

国における、民族の共存のための権力分有（パワー・シェアリング）の構造が基礎と

なっている。つまり自治政府と中央政府との垂直的関係においても、権力分有がフィ

リピン国家の安定を図る装置として確立されている。具体的には、バンサモロ基本法

にはバンサモロ自治政府に委譲される様々な権力が明示的に列挙され、明示されない

全ての権力については共和国政府に帰属されている。 

 

同自治政府に委譲された権力については、フィリピンの地方自治体への分権化を促進

するために、1991 年に制定された地方自治法（Local Government Code）により地方

自治体に委譲された各種権限と比較して、バンサモロ自治政府にはより多岐に亘る強
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大な権力が中央政府より委譲・分有されており、この状態は「非対称型自治制度」と

認識される。また、民族自決の要求に基づく自決権を付与することで国家の一体性を

確保することや、中央政府と自治政府、自治政府と地方自治体など垂直且つ水平的権

威体の関係性を有し、様々な構造的問題にアプローチすることから、多極共存型民主

主義で重視される 4 つのルールを超越した、「複合型パワー・シェアリング（Complex 

Power-Sharing : CPS）」として理解されよう。 

 

つまり、バンサモロ自治政府とフィリピン中央政府との統治の関係性は、複合型パワ

ー・シェアリングにおける非対称型自治制度（Asymmetrical Autonomy）であると言

えよう。非対称型自治は国家の政治体制を変更せずに、中央政府と紛争当事者との間

で、国内の他の構成単位とは別の形の関係を構築することを可能にさせる制度枠組み

である。亀裂が顕著になってきた地域に対して、国家への統合を要請せず、逆に差異

を強調することを通じて、中央政府に対する求心力を発生させることは、非対称型自

治に特徴的な点である。非対称型自治が持つ特徴は、国民や国家の統合を先行させず

とも、国家内で民主制を実現することは不可能ではないことを示唆している。 

 

(3)バンサモロ自治政府領域内の水平的パワー・バランス 

バンサモロ自治政府が領域とする地域の最大の特徴の一つは、当該社会を構成する

人々を分け隔て、見えない「亀裂」が存在することである。民族（マギンダナオ、イラ

ヌン、マラナオ、タウスグ、ヤカン、サマ、バッジャウ、先住民族、キリスト教移住

者）、言語（マギンダナオ語、マラナオ語、タウスグ語、タガログ語、ビサヤ語）、宗教

（イスラム教、キリスト教、土着宗教）、階級（スルタン、ダトゥ、ウスターズ）など

の亀裂が複層且つ交錯して存在している。バンサモロ基本法（Bangsamoro Organic 

Law, BOL）では、バンサモロ人民を「スペインによる植民地が始まった時に、ミンダ

ナオ及びスールー諸島並びに隣接する諸島の原住民または元々の住民であると見做さ

れた者は、混血か純血を問わず、自分自身、配偶者及び子孫をバンサモロと自認する

権利を有する」と定義する。 

 

これら多民族・多宗教・多言語な関係で彩られた社会を統合し、安定的に統治するた

めに必要なことは、様々な亀裂と共に住民たちが生きられることである。レイプハル

トらが示した「多極共存型民主主義」における亀裂それぞれとの共存の戦略は、(1)大

連合 (grand coalition)、(2)比例制 (proportion)、(3)相互拒否権 (mutual veto)、(4)区

画の自律性 (segmented area)の四つのルールに集約される。言うなれば、敵同士が如

何に共存を図るかの戦略である。 

 

各民族は自らが認め受容し、制度的に整備されているルールに則って政治に参加する。

多民族から構成される自治政府では、民族の共存を前提として意図的に制度工学上の

視点からルールが形成されることとなる。多民族が協調的な関係を維持するためには、

明示的或いは黙示的にも制度の果たす役割は重要である。一方、制度以外の側面をも

考慮するならば、政治エリートと各極に区画化された住民の両者が、民主主義の実現
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ないし維持のために多民族の協調的共存を前提として受け入れていなければならない。

Tribe to Nation の始まりである。 

 

社会が同質的であるか異質的であるかの相違は、様々な局面に影響を与えてきた。中

でも、同質的な社会では多数決型民主主義モデルが効果的に機能し、一方、異質的な

（多極的な）社会では合意型民主主義モデルが、より本質的に機能すると考えられる。

異質的な社会において多数決型民主主義を実践しようとするとき、決定の策定におい

て社会における少数者が周縁に追い込まれ、権力へのアクセスを閉ざされることとな

る。その結果、多数者による専制のリスクが生じる。社会構造が宗教、民族、言語、文

化、イデオロギーなどの次元において分極している場合には、多数決型民主主義は適

合しにくい傾向にある。 

 

また、バンサモロ地域はイスラム教が伝来した 13 世紀以前より、スルタンやダトゥと

呼ばれる特権階級が支配する封建制社会が形成されてきた。現在でも地域の有力氏族

が大地主として、また自治体の首長として権威を持ち君臨し支配する構造が、形を変

えて合法的に存在している。彼ら有力氏族の権力の源は、中央政府が地方自治体に提

供する国内歳入割当 Internal Revenue Allotment, IRA であり、自治体の首長が有す

る様々な権益である。政治エリートである有力氏族たちは、これら政治権力へのアク

セスを巡り激しく対立し、恒常的に人的損害を発生し続けてきた。この様な権威と権

力で民衆を支配する現代の封建制社会の存在は、ある部分では社会の健全な発展の障

害とも認識されている。 

 

地域の政治エリートである有力氏族が権威や権限など全てを所有している状況では、

勝者が全てを支配するというルールで政治が動くことになり、不正義や不寛容が生ま

れ、政治が混沌とした状態となり、社会の不安定を導くことになる。有力氏族は自分

たちの利益獲得のために住民の動員を図ろうとし、最も容易な手段となる民族アイデ

ンティティを利用する。その結果、民族対立に発展する可能性が高まるのである。そ

の様な対立を回避するためには、自治政府のあり方を適確なものとする必要がある。

政治エリート間のゼロ・サム・ゲームと支配される恐怖を除去し、民族間の権力分有

（パワー・バランス）を保障することが必要となる。 

 

多極共存民主主義的観点により、バンサモロ自治政府領域内の自治政府、州政府、市、

町、バランガイに至る様々なレベルで協調的共存を実現していくことが望まれる。 

 

3. 今後の課題 

現在のコロナ禍はバンサモロ暫定自治政府のみならず、領域内の地方自治体が提供す

る行政サービスに多大な支障を与えている。ヒトとモノの移動や流通が滞り、住民た

ちの生活や福祉の維持に深刻なダメージを与えている。発足間もない同暫定自治政府

は、体制が不十分ながらも、コロナ対策としてまずは、人道的支援を中心とした住民

に対する支援を実施してきた。和平移行期間が 2025 年に延長された中で、フィリピン
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政府が実施するコロナ対策と同調し、域内住民に対する行政サービスの確実な提供を

図ることが、地域の安定と安全、そして発展に不可欠である。 

 

2025 年に実施される選挙により、現在のバンサモロ暫定組織（BTA）による移行期間

は終了し、バンサモロ自治政府として発足する。既に MILF は自らの政党「統合バン

サモロ正義党（United Bangsamoro Justice Party, UBJP）」を設立し、来る選挙に備

えている。UBJP にはマギンダナオ州や南ラナオ州の有力氏族（クラン）や、少数民

族グループが合流し連合体を結成している。他の有力氏族やキリスト教系団体、職能

団体などを代表する政党は徐々に選挙委員会に登録されており、早晩、公に登場して

来るであろう。選挙の結果、UBJP が何処まで得票を獲得するかにもよるが、いずれ

にしろ議院内閣制度に基づく多党制議会における連合政権を結成するのであれば、政

権の安定化を図るため様々な党間調整、議会対策、地方クラン対策などを繰り広げる

であろう。バンサモロ自治政府が将来、議院内閣制であるが故に多党制の下で連合政

権を組成せざるをえなくなったとき、安定的な連合政権を組成することが重要となる。 

 

バンサモロ基本法に基づくフィリピン政府とバンサモロ自治政府との間の垂直的パワ

ー・バランスの維持に加え、自治領域内に存在する亀裂の要因となる民族、氏族、宗

教に纏わる様々な政治的ステーク・ホルダーの間の水平的パワー・バランスの維持が、

バンサモロ自治政府による統治の持続性を確実なものとする重要な課題である。 
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